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感染症や体調不良時はサポート中止です！！
夏休み明け以降、感染症による学級閉鎖等が増えてます。ファミサポは、お仕事ではなく地域の助け合
い活動、相互援助活動です。事業趣旨をご理解の上、下記にご協力くださいますようお願いします。

■会員(同居家族、サポートを受ける子も)が新型コロナウイルスに感染したとき
センターに連絡をしてください。発症日を０日目（無症状の場合は検体採取日を０日目）として、５日を
経過し、かつ症状が軽快した後１日を経過するまでは活動（利用）をお控えください。

■発熱等の対応について
以下に該当する場合はサポートできません。また、従来より病気のお子さん（病児、病後児※）のサポ
ートは行っておりませんのでご注意ください。
➀発熱時 ②解熱剤を使用してから２４時間以内 ③解熱後（平熱に戻って）24時間以内
④呼吸器症状(せき症状）が改善されていない
※ 学校保健安全法で指定されている感染症（インフルエンザ等）で出席停止期間中のお子さん

■マスク着用について
引き続き重症化リスクのある方（高齢の方、妊娠中の方、基礎疾患のある方、２歳未満のお子さん）と
接する場合はマスク着用、こまめな換気等の対策をお願いします。

イラスト
丸山誠司

遊びながら「子どもの権利」を考えよう！
子ども達が日々「なんでやねん！」と感じていることを、すごろく（※）で体験しながら、難しく

思われがちな「子どもの権利」について考えていきます。

講師

NPO法人
せたがや子育てネット
代表理事

Profile

松田 妙子 氏

12月２日(土)10:00～12:00

■件名…講演会

■本文…氏名、電話番号

メールの場合は、以下を入力して送信してください。

令和５年度第２回ファミリー・サポート・センター講演会

メール用QRコード

※子どもの権利条約 関西ネットワーク 作成
「子どものけんり なんでやねんすごろく」

☎ 03-3812-3043
✉ family@bunsyakyo.or.jp

申込先 〆切 11月27日(月)

文京区民センター 2A 会議室（文京区本郷4-15-14 2階）

40名(申込順)定員 区内在住・在勤・在学の18歳以上の方対象



問合せ

文京区ファミリー・サポート・センター
〒113-0033 東京都文京区本郷4-15-14 区民センター4階
文京区社会福祉協議会 ささえあいサポート係
電 話 03-3812-3043
ホームページ
https://www.bunsyakyo.or.jp/service/family_support/
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ファミリー・サポート通信に対するご意見を
お寄せください。
ご意見をくださった方にきく文グッズを差し上げます。
ご意見は、文京区社会福祉協議会HPのお問い合わせ
フォーム(下記アドレスを入力するか右のQRコードから
アクセスできます)からお寄せください。

https://www.bunsyakyo.or.jp/contactus/
ホームページはスマートフォンにも対応しています

皆さまのご意見をお待ちしています！ 文京区社会福祉協議会
マスコットキャラクター

「きく文（もん）」

事前打合せの時と内容を変更したい場合

小石川消防署より感謝状をいただきました！
例年多くの提供会員に救命講習を受講していただいていることで、
小石川消防署から救急業務への協力事業所として感謝状をいただ
きました。 救命講習の有効期限は受講日より３年間です。
期限によって、再受講のご案内をしていますが、ご自身でも「救命
技能認定証」の認定日をご確認ください。安心安全なサポートのた
め、今後とも受講のご協力をお願いします。

依頼内容の再確認をお願いします

会員だけで相談してサポート内容を変更すると、当事業の保険の対象外となります。
センターに登録してある事前打合せの内容と違うサポートはできないため、相手会員から
相談があった際は、お返事をする前に必ずセンターに連絡するように伝えてください。

これから通い始める送迎先の新規依頼や
サポート開始後にお子さんが送迎先に行きたがらなくなった場合

来年度の新入園・入学、進級等に伴う依頼について

来年度の新規依頼受付開始日は、さくら連絡網でお知らせしますので、未登録の方は
登録をお願いします。

年末年始について

令和5年12月29日(金)から令和6年1月3日(水)まで、センターは年末年始休業期間
です。そのため、来年1月のサポート依頼は12月25日(月)までに必ずご連絡をください。

（表彰状写
真）

初めて行く習い事や慣れ保育期間中など、お子さんが行き慣れていない場所への送迎
はできません。初めての習い事は、保護者の方が少なくとも2～3回連れて行き、お子さん
の様子を見ていただいた後にサポートを開始します。
行き渋りがある時は、お子さんの気持ちと安全にサポートできない
状況を考慮してサポートを中止します。
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